
◎国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改

正する法律 
（平成一九年七月六日法律第一一〇号）   

一、提案理由（平成一九年五月九日・衆議院厚生労働委員会） 

○柳澤国務大臣 ただいま議題となりました日本年金機構法案及び国民年金事業等の運

営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に

ついて申し上げます。 

 公的年金制度に対する国民の信頼を確保し、その安定的な運営を図るためには、社会

保険庁の組織の改革とあわせて、国民年金事業等の運営の改善を図る必要があります。

このため、本法律案を提出し、国民年金事業等について、サービスの向上、保険料の納

付の促進、公正で透明かつ効率的な事業運営の確保などの措置を講ずることとしており

ます。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、住民基本台帳ネットワークシステムから被保険者等に係る情報を取得するこ

とにより、その氏名及び住所の変更等の届け出を原則として廃止するとともに、社会保

険と労働保険の手続の期限を一致させることにより、事業主による手続の簡素化を図る

こととしております。 

 第二に、クレジットカードによる保険料納付制度の導入など、国民年金保険料を納め

やすい環境を整えるとともに、その滞納者に対して通常より短期の有効期間を定めた国

民健康保険の被保険者証を交付することができる仕組みの導入、長期間にわたって保険

料の自主的な納付がない場合に保険医療機関等に係る指定等を認めないこととすること、

事業主に対して国民年金制度の周知等について協力を求めることができることなど、関

係者や関係制度との連携のもとでの保険料の納付促進策を講ずることとしております。 

 第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施

設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円

滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化すること

としております。 

 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととして

おります。 

 最後に、この法律の施行期日は、平成二十年四月など、改正事項ごとに所要の施行期

日を定めることとしております。 

 以上が、日本年金機構法案及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の

一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 



 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一九年五月三一日） 

○櫻田義孝君 ただいま議題となりました各案について、厚生労働委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案に

ついて申し上げます。 

 本案は、国民年金事業等の運営の改善を図るため、被保険者の届け出手続の簡素化、

保険料の納付方法の多様化等、保険料の納付を促進するための施策を導入するほか、福

祉施設規定を廃止するとともに、年金事務費の一部に保険料財源を充当できることとす

る等の措置を講じようとするものであります。 

 両案は、去る五月八日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託され

ました。 

 本委員会におきましては、翌九日に柳澤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取した

後、質疑に入り、二十二日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、二十五日に

は安倍内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行った後、質疑を終局しました。次いで、採

決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決

した次第であります。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一九年六月三〇日） 

○鶴保庸介君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案は、

国民年金事業等の運営の改善を図るため、被保険者の届出手続の簡素化、保険料の納付

方法の多様化等、被保険者の利便の向上を図り、保険料の納付を促進するための施策を

導入するほか、福祉施設規定を見直す等の措置を講じようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、三法律案の審査を一括して行い、参考人からの意見聴取や社

会保険業務センター等における年金記録管理の実情の視察を行うとともに、未統合の年

金記録問題が生じた要因及び責任の所在、未統合年金記録の統合作業の進め方、総務省

に設置する第三者委員会の役割、社会保険庁を廃止し日本年金機構を創設する理由、年

金事務費の財源と使途の在り方、国民年金保険料納付率の向上に向けた取組等について、

安倍内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 



 三法律案に対する質疑の終局を諮ったところ、異議がありましたので、採決により質

疑の終局を決定いたしました。 

 次いで、討論に入り、採決により討論を終局することを決定いたしました。 

 続いて、三法律案を順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


